
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 廃棄物を野焼きすると、ダイオキシン等の有害物質や悪臭、煙などの発生原因とな

るなど、生活環境の保全上問題があるため法律で禁じられています。（廃掃法第１６条

の２：裏面参照） 

 廃棄物は、下記の区分により、適正な設備が整っている市の清掃センター、又は許

可を有する廃棄物処理業者で処分してください。 

 

家庭ごみ：地域のごみステーションに出してください。 

 

事業ごみ 

（一般廃棄物）：市の許可業者(裏面参照)に委託するか、事業者が直接清

掃センターに搬入してください。 

（産業廃棄物）：県の許可業者に委託してください。 

産業廃棄物についてのお問い合わせは、 

（一社）兵庫県産業廃棄物協会(電話 078-381-7464) 

 

 

 

 

 

 

 

廃棄物の焼却処理について 

お問い合わせは 

家庭ごみ及び一般廃棄物は、三木市生活環境課（電話 82-2000）まで。 

産業廃棄物は、兵庫県北播磨県民局環境課（電話 0795-42-9377）まで。 



 

○ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（抜粋） 
 
 

（焼却禁止） 

第１６条の２ 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。 

一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業

廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却 
 

二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却 
 

三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影

響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの 
 

（罰則） 

第２５条 次の各号のいずれかに該当する者は、５年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、

又はこれを併科する 

： 

十五 第１６条の２の規定に違反して、廃棄物を焼却した者 

 

第３２条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、そ

の法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行

為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対し

て各本条の罰金刑を科する。  

一  第２５条第１項第１号から第４号まで、第１２号、第１４号若しくは  

第１５号又は第２項  ３億円以下の罰金刑  

 

 

 ※ 施行令 
 

（焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却） 

第１４条 法第１６条の２第３号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。 

一 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 
 

二 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物

の焼却 
 

三 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 
 

四 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 
 

五 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの 

 

一般廃棄物処理業許可業者 
 

木村工業(株)       ℡85-9663 ミズホ商会         ℡88-2158 

長田環境開発(有)     ℡85-0555 (株)カンキョウ       ℡88-1657 

(株)巴山環境       ℡88-6155 (株)かんぜおん       ℡72-1535 

三木美化センター(株)   ℡83-2611  

 

      順不同 



 

 

 

 

 

 平成１４年１２月１日から、ダイオキシンの発生を抑制するため、廃棄物の種類に

関わらず、すべての焼却炉の構造基準が強化され、構造基準に適合しない焼却炉は使

用できなくなりました。構造基準を満たさない場合は屋外焼却（いわゆる野焼き行為）

に該当し、直罰の対象になります。 

 

焼却炉の構造基準（廃棄物処理法施行規則第１条の７） 

１．空気取り入れ口及び煙突の先端以外に焼却炉内部と外気とが接することなく、

燃焼室において発生するガスの温度が８００℃以上の状態で廃棄物を燃焼で

きるものであること 

２．焼却に必要な量の空気の通風が行なわれるものであること 

３．外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるも

のであること（ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却

設備の場合を除く） 

４．燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること 

５．燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること 

 

 

 

 

 

 

焼却炉の規模に関係ありません。 

一般廃棄物・産業廃棄物の区分や、自己物・他人物の区分も関係なく適用さ

れます。 

 



 

 

 

・野焼きの禁止…「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」第３条第２号イ 

 一般廃棄物を焼却する場合には、環境省令で定める構造を有する

焼却設備を用いて、環境大臣が定める方法により焼却すること。 

（産業廃棄物については施行令第６条第２号イ） 

 

・焼 却 設 備      …「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」第１条の７ 

令第３条第２号イの環境省令で定める構造は、次のとおりとする。 

１ 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接す

ることなく、燃焼室において発生するガス（以下「燃焼ガス」と

いう。）の温度が摂氏八百度以上の状態で廃棄物を焼却できるもの

であること。 

２ 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。 

３ 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入する

ことができるものであること（ガス化燃焼方式その他の構造上や

むを得ないと認められる焼却設備の場合を除く。） 

４ 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられ

ていること。 

５ 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられてい

ること。 

 

・焼 却 方 法      …「平成１２年１２月２８日厚生省告示第６３７号」 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第３条第２号イの規

定に基づき、環境大臣の定める焼却の方法を次のように定め、平成

１３年１月６日から適用する。 

１ 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却する

こと。 

２ 煙突の先端から火災又は日本工業規格 D８００４に定める汚染

度が２５パーセントを超える黒煙が排出されないように焼却する

こと。 

３ 煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること。 

 

 

関係法令等 


